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（１）目的 

 

 

 

 

一般国道９号は、京都府京都市を起点に、京都府中部地域、  

兵庫県、鳥取県、島根県を経由し、山口県下関市に至る延長約  

６４０ｋｍの主要幹線道路です。 

一般国道９号と一般国道２７号が合流する京都府丹波町蒲生
こ も

 

交差点では、交通集中による渋滞が慢性化し、更に京都縦貫自動

車道 丹波ＩＣが蒲生交差点から南側約１．７ｋｍの一般国道９号

に接続される計画であったことから、特に観光・行楽シーズンに

はより一層渋滞が著しくなることが予想されました。 

丹波拡幅は、京都縦貫自動車道 丹波ＩＣから一般国道９号・  

２７号の分岐間を２車線から４車線に拡幅し、併せて両側歩道を

整備することにより、観光・行楽期の交通渋滞を解消するととも

に、交通安全の確保及び地域の活性化を目的とした事業です。 

■ 位 置 図  
 

１．事 業 の 概 要 

・ 交通混雑の緩和 

・ 交通安全の確保 

・ 地域の活性化 
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  （２）計画の概要 

 

・起 終 点   自）京都府船井郡
ふ な い ぐ ん

丹波町
た ん ば ち ょ う

須知
し ゅ う ち

 

・起 終 点   至）京都府船井郡
ふ な い ぐ ん

丹波町
た ん ば ち ょ う

蒲生
こ も

 

・計 画 延 長     Ｌ＝１．７km 

・幅 員     Ｗ＝２５．０m 

・構 造 規 格     第３種第１級 

・設 計 速 度     ８０km/h 

・車 線 数     ４車線 

・全 体 事 業 費     約８５億円 

 

計 画 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
標準断面図 
 
 

 
 

京都縦貫自動車道 

丹波ＩＣ 道の駅 

丹波マーケス



 3

至 綾部 

 

  （３）経 緯 

 

・事 業 化 ：昭和５９年度 

・用 地 着 手 ：昭和６０年度 

・都市計画決定 ：昭和６０年度 

・工 事 着 手 ：昭和６１年度 

・部 分 供 用 ：平成８年７月３１日 

Ｌ＝０．７㎞（４車線） 

（丹波 IC～須
しゅう

知
ち

交差点 供用） 

・全 線 供 用    ：平成１２年４月２８日  

Ｌ＝１．０㎞（４車線） 

（須
しゅう

知
ち

交差点～蒲生
こ も

交差点 供用） 

平成１２年８月２６日  

（蒲生
こ も

地下横断歩道 供用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道２７号 

国道９号 

至 福知山 

道の駅 丹波マーケス 

丹波ＩＣ 

京都 

須知交差点 

京都縦貫自動 車道 

国道９号 

至 京都

蒲生交差点 
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出典：国勢調査、総務省資料

丹波町

京都府
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全国
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Ｓ55 Ｓ60 Ｈ２ Ｈ７ Ｈ12 Ｈ15

丹波町

京都府

近畿

全国

 

 

■沿線地域の人口の推移 

丹波町の人口推移は、ほぼ横ばいの傾向にあります。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■沿線地域の自動車保有台数の推移 

丹波町の自動車保有台数の推移は、全国、近畿及び京都府の

伸び率に比べ高い伸び率となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．社会経済情勢の変化 

常住人口の推移

自動車保有台数の推移

※各年の伸び率は、昭和55年度を1.0とした場合の値

※各年の伸び率は、昭和55年度を1.0とした場合の値

（伸び率） 

（伸び率） 

出典：京都府・丹波町データは京都府統計書 
   全国・近畿データは近畿幹線道路調査事務所ＨＰ

S61 工事着手 H12 完成供用 

S61 工事着手 H12完成供用 
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【京都府域内の丹波町のシェア】  

その他

2,001頭

31.4%

網野町

460頭

7.2% 綾部市

666頭

10.4%

亀岡市

763頭

12.0%

丹波町

1,285頭

20 .1%

八木町

1,207頭

18.9%

H16

乳用牛飼養頭数

京都府

6,382頭

丹波町

304 ,455

羽

20 .2%

亀岡市

181,630羽

12.1%

舞鶴市

174,249羽

11.6%
瑞穂町

161,762羽

10.7%

美和町

160,637羽

10.7%

その他

523,354羽

34.7% H16

採卵鶏飼養羽数

京都府

1,506,087羽

奈良県

5,180頭

11%

滋賀県

5,310頭

11%

京都府

6 ,100頭

13%

兵庫県

26,800頭

59%

和歌山県

610頭

1%

大阪府

2,520頭

5%

H16.8

乳用牛飼養頭数

近畿

46,520頭

兵庫県

5,638千羽

54%

京都府

1 ,863千羽

18%

和歌山県

1,012千羽

10%

奈良県

896千羽

9%

大阪府

196千羽

2%

滋賀県

761千羽

7%

H16.2

採卵鶏飼養羽数

近畿

10,366千羽

36,500

304,455

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

S55 H16

789

1,285

0

400

800

1,200

1,600

S55 H16

【近畿地方内での京都府のシェア】  

■農産物の状況 

 

   丹波町は、京都府内でも有数の酪農地及び養鶏地として知

られており、平成１５年度において、採卵鶏飼養羽数及び乳

用牛飼養頭数は、府内第１位のシェアとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採卵鶏飼養羽数 乳用牛飼養頭数 

採卵鶏飼養羽数 乳用牛飼養頭数 

（出典）農林水産省統計データ書 

丹波町における採卵鶏飼養羽数の推移  丹波町における乳用牛飼養頭数の推移  

（出典）京都府統計書 

（出典）京都府統計書 

（羽）  （頭）  

H12完成供用 H12完成供用 
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13,159

11,335

22,165

27,132
25,250

28,717

0.86

1.68

1.92

2.18
2.06

1.581.66

1.35

1.55

1.221.30
1.42

1.21 1.23

1.06

1.44
1.52

1.25

1.00

1.42
1.29

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

S55 S60 Ｈ２ Ｈ７ Ｈ12 Ｈ15

（出荷額）

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

（伸び率）

製造品出荷額等 丹波町 京都府 近畿 全国

 

■製造品出荷額等 

 

丹波町の製造品出荷額等は、近年増加傾向にあります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造品出荷額等の推移 

（出典）経済産業省 工業統計表 

※各年の伸び率は昭和55年度の値を1.0とした場合の値 

（百万円） 
S61 工事着手 H12完成供用 
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丹波自然運動公園 

473
550 572

0

200

400

600

800

1000

S60 H11 H15

■沿線の主な観光資源 

 

近年、丹波町の観光客数はやや増加傾向となっています。丹

波町は、丹波高原の丘陵が広がる自然に恵まれたところであり、

その中には琴の弦のように落差４３ｍで流れ落ちる琴滝などの

観光的自然資源が多くあります。最近では、観光施設やレクリ

エーション施設のほか、農林特産物加工品販売施設など、地域

ならではの新たな観光の形態も現れています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

須
しゅう

知
ち

川河川水辺公園 

塩谷
し お や

古墳公園 
琴 滝 

丹波町の年間観光入込客数の推移 

（出典）京都府統計書 

（千人） 

S61 工事着手 H12 完成供用 
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22,883

29,820
28,592

9.6

23.2

45.4

0

5,000

10,000
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20,000
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35,000

Ｈ６ Ｈ９ Ｈ17

（台/24h）

0

10

20

30

40

50

60
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交通量 旅行速度（休日）

 

 

 

（１）事業の効率性 

 ①交通量の増加及び旅行速度向上の状況 

  丹波拡幅の平成１７年の休日交通量は 29,820 台／日となっ

ており、当該区間の交通量は増加の傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

  丹波拡幅の整備前と整備後の旅行速度を比べると、円滑な交

通が確保されており、当事業の整備効果が現れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．費用対効果分析の算定基礎と 

なった要因の変化 

整備前の交通量 

（平成６年センサス値） 

22,883 台/日（休日）

整備後の交通量 

（平成 17 年実測値） 

29,820 台/日（休日）

整備前の旅行速度 

（平成６年センサス値） 

9.6km/h（休日） 

整備後の旅行速度 

（平成 17 年実測値） 

45.4km/h（休日）

交通量と旅行速度の推移 

H12 完成供用

（出典）H6・H9：道路交通センサス 

H17：国土交通省 京都国道事務所 資料 

 

S61 工事着手
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157

126

100

120

140

160

180

整備前
（H6～H8平均）

整備後
（H13～H15平均）

 

  ②交通事故の低減の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当該区間（Ｌ＝１．７ｋｍ）の整備前と整備後の事故率を比較

すると約２割の減少が見られ、当該事業による安全性の向上が図

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備前の事故率 

（平成６年～平成８年平均） 

１５７件／億台ｋｍ 

整備後の事故率 

（平成１３年～平成 1５年平均） 

１２６件／億台ｋｍ 

事故率の推移

（出典）国土交通省 京都国道事務所 資料 

（件／億台ｋｍ） 

約２割の減少

※事故率算定時の交通量は 

H 6～H 8平均については直近センサス交通量 

H13～H15平均については京都国道事務所調査結果を使用 
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③費用対効果分析結果（Ｂ／Ｃ） 

 

 

路線名 一般国道９号 

事業名 丹波拡幅 

 

□便 益 

  
走行時間 

短縮便益 

走行費用 

短縮便益 

交通事故 

減少便益 
合  計 

基 準 年 平成１７年度 

供 用 年 平成１２年度 

単年便益 

（初年便益） 
8 億円 0 億円 0 億円 8 億円

基準年における

現在価値  
214 億円 7 億円 4 億円 224 億円

 

□費 用 

  改 築 費 維持修繕費 合  計 

基 準 年 平成１７年度 

単純合計 81 億円 18 億円 99 億円

基準年における現在

価値  
111 億円 12 億円 123 億円

 

□算定結果 

費用便益比（ＣＢＲ） 

 

 

Ｂ／Ｃ＝ 

便益の現在価値の合計（Ｂ） 

費用の現在価値の合計（Ｃ） 
＝ 

224 億円 

123 億円 
＝ 1.8 

・・・（Ｂ）

・・・（Ｃ）

注）１．費用及び便益は整数止とする。 

２．費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。  

費用便益分析の結果 
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□費用便益比の比較 

実績 ：  １．８ 

計画 ：  ２．０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

④事業費・維持管理費の状況 

 

□ 事業費 

実績（名目値）：８４．９億円 実績（実質値）：１１７．８億円 

計画（名目値）：８４．２億円 計画（実質値）：１１７．２億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

□維持管理費 

 

計画時 実績 

 ５百万円／km・年 

 

 

 

 

 

 

 

 当事業において、一部区間において軟弱な地盤が存在した

ため路床改良を行ったことなどにより、事業費が増加してい

ます。そのような中、舗装に関する再生骨材・合材の使用等

コスト縮減に取り組みました。 

 当該区間（Ｌ＝１．７ｋｍ）では、ボランティア・サポー

ト・プログラムの活動として、地域住民で構成される「ボラ

ンティア・ロード丹波」が道路美化活動を実施しています。

また、舗装修繕における再生合材の使用やライフサイクルコ

ストの最小化に向けて検討を進めていきます。 

・計画時事業費は、平成１０年度時点の計画値 

・名目値は各年次の事業費の合計値、実質値は平成１７年度の価値に換算した事業費

・維持管理費は、当該区間の実績値 

 人口のピークを 2006 年に迎え、それに伴い将来的に自動車

交通需要もピークを迎えることが想定されるなかで将来交通

量の推計を行った結果、計画時よりも低い交通量となったこと

により便益が減少。 

・計画時費用便益比は、平成１０年度時点 
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⑤事業期間遅延による社会的損失 

 

  本事業は、昭和５９年に事業化され、昭和６０年事業着手し

ました。平成１１年度末の供用を目指していましたが、代替地

要求により用地交渉が難航したため、蒲生交差点付近の着手が

大幅に遅れたことにより、事業が遅延しました。 

そのような中、整備効果の早期発現を図るため、平成８年よ

り部分供用を開始しており、平成１２年度に残りを供用し、全

線完成しています。 

 

 

供用年（計画時） 供用年 

平成１２年３月 平成１２年８月 

 

 

費用増加額 便益減少額 社会的損失額 

０．５億円 ３．２億円 ３．７億円 

 

 

 

 

「事業遅延による社会的損失」＝「費用増加率」＋「便益減少額」 

ここで、 

「費用増加額」：事業着手から実際の供用年次までの期間における「実績事業費の現在価値合計」

と「計画事業費、維持管理費の現在価値合計」の差 

「便益減少額」：遅延した期間に発生が期待される「便益の現在価値合計」 
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最大渋滞長

最大通過時間
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一般国道９号と一般国道２７号が合流する蒲生
こ も

交差点は、以

前から混雑が慢性化しており、特に京都府北部方面への海水浴

客や帰省客が集中する夏季の休日は、大渋滞が発生していまし

た。 
 丹波拡幅の全線供用により、京都市中心部から京都府北部方

面の行楽地へ向かう交通の渋滞は解消され、また京都府北部方

面から京都市中心部方面への帰路に着く交通の渋滞も緩和され

ました。 
 
 
 
 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業の効果の発現状況 

「現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率」 

11 分短縮 

（出典）国土交通省 京都国道事務所 交通量観測結果 

整備前：平成9年8月3日（日）   整備後：平成17年  8月 28日（日） 

整備前 

40 分 

整備後 

３分 

37分短縮 

整備後

５分

整備前 

48 分 

帰路につく交通 

による混雑 

（１６時～２０時）

帰路につく交通 

による混雑 

（１６時～２０時）

行楽地へ向かう 

交通による混雑 

（７時～１１時）

整備前 

11 分 

整備後 

０分 

43分短縮
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34,543

1,407,120

0

500,000

1,000,000

1,500,000

H6
（整備前）

H17
（整備後）

 
当該区間の整備前と整備後の道路混雑による損失時間を比較

すると、整備前 1,407,120 時間／年から整備後 34,543 時間／年

となり約９８％の減少が見られ、当該事業による交通混雑の緩

和が図られています。 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（時間／年） 

約 98％の減少

※渋滞損失時間算出時の交通量は 

H 6についてはH 6センサス交通量 

H17についてはH17京都国道事務所調査結果を使用 

一般国道９号（蒲生
こ も

交差点付近） 

整備前  整備後  

渋滞損失時間の変化 



 15

473
550 572

0

200

400

600

800

1000

S60 H11 H15

 

 

丹波町にある京都府立丹波自然運動公園は、国道９号蒲生交

差点付近に位置しており、来園者の多くは国道９号を利用して

同公園に訪れます。 
丹波拡幅の完成により、京都市中心部から同公園へのアクセ

スは、蒲生交差点の最大渋滞長が往路で１,５００ｍから０ｍへ、
復路で４,２００ｍから６５０ｍに緩和され、また、通過時間が
往路で１１分が０分へ、復路で４０分から３分へ短縮されるな

ど、大きく向上しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「主要な観光地へのアクセス向上による効果」 

丹波自然運動公園  
（上）プール（下）ジャイアントスライダー  

（出典）京都府統計書  

S61 工事着手 H12 完成供用 

丹波町の年間観光入込客数の推移 
（千人） 
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丹波町では、京都縦貫自動車道丹波ＩＣまでの供用に伴い、

町民の町外流出の歯止め対策及び町内の商業活性化を図るため、

平成９年４月に商業集積施設「丹波マーケス」を建設しました。

スーパーマーケットとホームセンターを中心に、地元商業者な

どの専門店が入店しています。 
「丹波マーケス」は平成１１年１月に「道の駅」に認定され、

駐車場は５５０台の収容が可能であり、年間約２００万人の

人々に利用されています。また、敷地内で週４回開催される「朝

採り市場」は毎回多くの人で賑わっています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
週４回行われる「朝採り市場」では、

新鮮な野菜が豊富に集まる 

道の駅「丹波マーケス」 

 位置図 

「新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果」 
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0

1

2

3

Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５

（件）

 

 

道路拡幅に併せて、整備前に６％しかなかった幅員３．０ｍ

以上の歩道が両側に整備されたことにより、人対車両の交通事

故件数は、歩道及び地下横断歩道の完成以来 ゼロが続いており、
歩行者の安全性が向上しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通事故件数の推移（人対車両） 

整備された地下横断歩道 

（蒲生
こ も

交差点付近） 

【整備後】 【整備前】 
 歩道の整備状況 

蒲生地下横断歩道 完成 

（平成１２年８月） 

事故件数 ゼロ

（出典）国土交通省 京都国道事務所 

「歩道がない又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上

の状況」 
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【歩道が未整備区間に歩道を設置】 

道路拡幅に併せて、幅員３．０ｍの自転車歩行車道が両側に

整備されたことにより、歩行者及び自転車の安全性が向上しま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 【整備後】 

未設置, 16%

0～1.0m, 0%

1.0ｍ～2.0ｍ,

28%2.0m～3.0m,

44%

3.0m以上,

12%

未設置, 41%

0～1.0m, 0%

1.0ｍ～2.0ｍ,

59%

2.0m～3.0m,

0%

3.0以上, 0%

 【整備前】 

 歩道の整備状況 

 【上り側】  【下り側】 

（出典）  

国土交通省  京都国道事務所調べ  

 整備前歩道設置率（幅員毎） ＜丹波拡幅Ｌ＝１．７Ｋｍ区間＞

W＝3.0m 以上の歩道設置率

６%→100%
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丹波拡幅事業により、交通混雑の緩和、交通安全の確保及び地

域の活性化など、道路整備による効果が発現されています。 
よって、これから先、大きな社会情勢や交通量の変化が無い限

りにおいては、今後の事後評価の必要性は生じないと思われます。 
しかし、今後においても交通状況等の把握に努めます。 
 
 
 
 
 
丹波拡幅は、十分な機能が発揮され改善措置は必要ありません

が、今後も適切な維持管理を推進し、その費用のコスト縮減に努

め、一層の利用の促進を図ります。 
 
 
 

 

 

 
特に同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直

しの必要はありません。 
 

７.同種事業の計画・調査のあり方や 
事業評価手法の見直しの必要性 

５.今後の事後評価の必要性 

６.改善措置の必要性 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チ ェ ッ ク リ ス ト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



事 業 名 一般国道９号 丹波拡幅 事業種別 二次改築 

起 終 点 
自）京都府船井郡丹波町須知

き ょ う と ふ ふ な い ぐ ん た ん ば ち ょ う し ゅ う ち

 

至）京都府船井郡丹波町蒲生
き ょ う と ふ ふ な い ぐ ん た ん ば ち ょ う こ も

 

延 長 
 

１．７㎞ 
 

事 業 化 昭和５９年度 都市計画決定 昭和６０年度 
用 地 着 手 昭和６０年度 工 事 着 手 昭和６１年度 

事 
業 
の 
概 
要 全体事業費 約８５億円 

事 
業 
業 
の 
目 
的 

一般国道９号は、京都府京都市を起点に、京都府中部地域、兵庫県、鳥取県、

島根県を経由し、山口県下関市に至る延長約６４０ｋｍの主要幹線道路です。

一般国道９号と一般国道２７号が合流する京都府丹波町蒲生
こ も

交差点では、交

通集中による渋滞が慢性化し、更に京都縦貫自動車道 丹波ＩＣが蒲生交差点

から南側約１．７ｋｍの一般国道９号に接続される計画であったことから、特

に観光・行楽シーズンにはより一層渋滞が著しくなることが予想されました。

丹波拡幅は、京都縦貫自動車道 丹波ＩＣから一般国道９号・２７号の分岐

間を２車線から４車線に拡幅し、併せて両側歩道を整備することにより、観

光・行楽期の交通渋滞を解消するとともに、交通安全の確保及び地域の活性化

を目的とした事業です。 

位 
 
 
置 
 
 
図 

■ 位 置 図 
 



 

京都縦貫自動車道 

丹波ＩＣ 道の駅 

丹波マーケス

事 業 名 一般国道９号 丹波拡幅 事業種別 二次改築 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○事  業  化：昭和５９年度 
○用 地 着 手：昭和６０年度 
○都市計画決定：昭和６０年度 
○工 事 着 手：昭和６１年度 
○部 分 供 用：平成 ８年７月３１日 Ｌ＝０．７㎞（４車線） 

（丹波 IC～須
しゅう

知
ち

交差点 供用） 
○全 線 供 用：平成１２年４月２８日 Ｌ＝１．０㎞（４車線） 

（須
しゅう

知
ち

交差点～蒲生
こ も

交差点 供用） 
平成１２年８月２６日  
（蒲生

こ も

地下横断歩道 供用） 
 
 

事業期間の状況  

事 
 

業 
 

の 
 

経 
 

緯 
 

  用地交渉が難航したため蒲生交差点付近の着手が大幅に遅れたことによ

り事業が遅延しましたが、平成８年より部分供用を開始し平成１２年度に残

りを供用し全線完成するなど、整備効果の早期発現を行いました。 

丹波拡幅 Ｌ＝1.7km 



● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

● 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況

○ 現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況

● 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況

○ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況

○ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況

○ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況

● 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況

□ 現道等における総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消

○ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果

○ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成（又は一部形成）されたことによる効果

○ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果

○ 中心市街地内で行われたことによる効果

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上

□
対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市において
は100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となった

□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□
当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づ
けがある場合）

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間が解消

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消

● 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況

○ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況

● 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果

● 主要な観光地へのアクセス向上による効果

● 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果

○ 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況

□
交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化
された

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路に
おいて新たに無電柱化を達成

安全で安心でき
るくらしの確保 ● 三次医療施設へのアクセス向上の状況

○ 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況

● 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況

□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画
に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」
という）として位置づけあり

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が
解消

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消

地球環境の保全 ● 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

○ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況

○ その他、環境や景観上の効果

● 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果

○ 他機関との連携プログラムに関する効果

その他 ○ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果

指　　　　標政策目標

１．活力

２．暮らし

円滑なモビリ
ティの確保

物流効率化の支
援

歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

無電柱化による
美しい町並みの
形成

国土・地域ネッ
トワークの構築

個性ある地域の
形成

３．安全

４．環境

５．その他

都市の再生

災害への備え

生活環境の改
善・保全

安全な生活環境
の確保

他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係

事 業 名 一般国道９号 丹波拡幅 事業種別 二次改築 

事 

業 

を 

め 

ぐ 

る 

社 

会 

情 

勢 
等 
の 
変 

化 

客観的評価指標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 事前に確認を行った指標に対応する項目及び事前の評価を行っていない項目で事後に確認される項目について評価を実施する。

※ 事前の評価を行っていない事業については、事後に確認される項目について評価を実施する。 

※ ●印の指標は定性的又は定量的な記述により効果を確認する。 

  □印の指標については定性的に効果の有無を確認する。 

※ 事前に確認した効果との乖離が生じた場合、その要因を確認する。 



事 業 名 一般国道９号 丹波拡幅 事業種別 二次改築 
事後評価実施時点における評価指標該当項目  

事 

業 

を 

め 

ぐ 

る 

社 

会 

情 

勢 
等 
の 
変 

化 

 １．活力 ～円滑なモビリティの確保～ 

  ○現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率 

    渋滞損失時間（現況）1,407,120 人・時間／年 

    渋滞損失削減時間  1,372,577 人・時間／年 

    当該区間の渋滞損失削減率 98％削減（丹波拡幅区間現道） 

 

  ○現道等における混雑時旅行速度 20km/h 未満であった区間の旅行速度の改善状況 

    対象区間 須知地区 

    改善見込み 旅行速度 10km/h（供用前 H6 ｾﾝｻｽ）  

             →45km/h（供用後 H17 観測値）  

         （H6：休日ピーク時旅行速度、H17：休日観測値） 

 

  ○当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況 

    西日本ＪＲバス 園
えん

福
ぷく

線（ＪＲ福知山駅→ＪＲ園部駅） 

時間短縮：37 分（整備前 40 分→整備後３分） 

 

   ～物流効率化の支援～ 

○農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況 

時間短縮：43 分（整備前 48 分→整備後５分） 

（丹波町・和知町から京都市（中央卸売市場）への輸送） 

 

   ～国土・地域ネットワークの構築～ 

  □当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 

時間短縮：43 分（整備前 48 分→整備後５分） 

（丹波町 → 国道９号 → 亀岡市） 

 

  ○日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況 

時間短縮：43 分（整備前 48 分→整備後５分） 

（丹波町 → 国道９号・京都縦貫自動車道 → 京都市） 

 

   ～個性ある地域の形成～ 

○拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援に関する効果 

    京都中部地域整備構想 

 

○主要な観光地へのアクセス向上による効果 

    丹波自然運動公園へのアクセス向上 

 

○新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果 

    道の駅 「丹波マーケス」へのアクセス向上 
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２．暮らし ～安全で安心できるくらしの確保～ 

  ○三次医療施設へのアクセス向上の状況 

時間短縮：43 分（整備前 48 分→整備後５分） 

（丹波町・和知町 → 京都第二赤十字病院救急センター） 

 

 ３．安全 ～安全な生活環境の確保～ 

  ○歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況 

    人対車両の事故件数 減少 

Ｈ８（供用前）２件 → Ｈ１２～１５（供用後）０件 

 

   □対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊

急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのあ

る路線として位置づけあり 

     第１次緊急輸送道路として位置づけあり 

 

４．環境 ～地球環境の保全～ 

  ○対象道路の整備により削減される自動車からの CO2 排出量 

    排出削減量（1,459t/年） 

   ○現道等における自動車からの NO2 排出削減率 

    評価対象区間：丹波拡幅区間現道 

排出削減量：3.3 t／年、排出削減率：3割削減 

  ○現道等における自動車からの SPM 排出削減率 

    評価対象区間：丹波拡幅区間現道 

排出削減量：0.3 t／年、排出削減率：3割削減 

 

 ５．その他 ～他のプロジェクトとの関係～ 

○関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果 

    京都縦貫自動車道（Ｂ路線）  
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 ○現在の費用便益比：Ｂ／Ｃ＝ １．８ 
  （基準年次 平成１７年、検討年次４０年間で算出） 
 
 
 

今
後
の
事
業
評
価
及
び
改
善
措
置
の
必
要
性 

丹波拡幅事業により、交通混雑の緩和、交通安全の確保及び地域の活性化

など、道路整備による効果が発現されています。 
よって、これから先、大きな社会情勢や交通量の変化が無い限りにおいて

は、今後の事後評価の必要性は生じないと思われます。 
しかし、今後においても交通状況等の把握に努めます。 
また、丹波拡幅は、十分な機能が発揮され改善措置は必要ありませんが、

今後も適切な維持管理を推進し、その費用のコスト縮減に努め、一層の利用

の促進を図ります。 
 

 


